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論 文 要 旨 

 

本研究論文の目的は、中高年の慢性疾患患者における服薬コンプライアンス

（medication compliance: MC）に関連する心理社会的要因を、量的および質的手法によ

り明らかにすることである。  

量的研究では、社会認知理論に基づき、効力期待、結果期待、社会的環境（家族支援

および医療者とのコミュニケーション）に加え、医療への主体的参加を含む構造モデルを

構築し、これらの要因がMCに与える直接的・間接的影響を検証した。東京都内の調剤薬局

を利用する40歳以上の248名を対象に分析を行い、中年者と高齢者に分けた感度分析も実

施した。その結果、医療者とのコミュニケーションおよび主体的参加が効力期待を媒介し

てMCに間接的な影響を与えることが示された。一方で、家族支援および結果期待は有意な

効果を示さず、主体的参加のMCへの直接効果については、高齢者では正の影響が、中年者

では負の影響が観察された。 

質的研究では、MCの獲得プロセスをライフコースの視点から明らかにし、量的研究で

支持されなかった経路の背景を探った。コンプライアンスが良好と判断された14名を対象



 

に、中年者と高齢者を分けて分析した。結果として、服薬前には薬への抵抗感と病気の深

刻さの認識を経て服薬を決定するに至り、服薬後は副作用や煩雑さに直面しながらも効果

の実感と工夫を通じて服薬を継続するという両群で共通のプロセスが確認された。ただ

し、服薬開始の契機には違いがあり、高齢者は医師への信頼を基盤とするのに対し、中年

者は治療方針への主体的関与があった。この主体的関与が、医師の指示に従わない選択を

生む可能性があり、量的研究における中年者のMCへの負の効果の一因と考えられる。ま

た、家族支援はMC獲得プロセスにおいて重要な概念として浮上せず、量的研究と同様にそ

の影響は限定的であった。結果期待に関しては、質的研究で明らかとなった薬への抵抗感

が量的測定に反映されていなかったことが、統計的有意性の欠如に寄与した可能性が示唆

された。これらの知見は、年齢層に応じて異なる心理プロセスを踏まえた個別化された服

薬支援の必要性を示している。 

 

論文審査要旨 

高齢化社会における慢性疾患の自己管理を考える際に重要な服薬コンプライアンスに

注目した研究論文であり、老年学的に意義のあるものと考えられる。 

研究デザインとして、社会的認知理論を中核に据え、量的研究と質的研究を適切に組み

合わせた混合研究法を採用している。量的研究では、共分散構造分析、媒介分析などの統

計手法を用いて、モデルの構造化（媒介効果の検証）や年齢層別の感度分析を行うなど、

精緻なデザインで研究を行っている。質的研究では、M-GTA を用い、服薬コンプライアン

スの獲得プロセスを明らかにしている。最後に、総合考察で、両研究法の結果を統合し、

混合研究法を完結させ、現在の老年学の研究水準を十分に満した論文となっている。 

患者と医療者の信頼的コミュニケーション、副作用や生活療法への配慮、患者の主体性

など、服薬コンプライアンス向上のための実践的な課題を示している点も評価される。 

以上から、本論文は、博士論文としての水準を満たすと考えられ、合格と判定された。 

 

口頭審査要旨 

30 分間の発表と 30 分間の質疑応答が行われた。慢性疾患が増えて服薬の機会が増す中

高年の服薬コンプライアンスという医学的にも社会的にも重要な問題を量的・質的に丁寧

に検討した点、患者側の主体的参加に注目した点で評価できるというコメントがあった。 

次いで、以下の質疑応答があった。 

・研究 1 の対象者の服薬数、研究２の対象者数について質問があり、ともに問題がない

ことが示された。 

・「服薬コンプライアンスが高いことは健康に良いと言えるのか」という質問があり、

「本研究ではその問題を検討していないが、既存の研究ではコンプライアンスが健康に良

いとは限らないという報告もある（精神科領域で多いようだ）」という知見が紹介された。

なお、「今回は慢性疾患患者を対象としているので、コンプライアンスが悪い影響を与え

る危険性は少ないと考えている」という発言もあった。 

 



 

・第２研究（質的研究）の概念図の解釈について質問があり、丁寧な回答があった。 

・アドヒアランスではなくコンプライアンスの検討を行った理由について質問があった。

アドヒアランスの欠点についても触れながら、患者の服薬の行動面を特に重視したためと

いう回答があった 

・「主体的参加は、社会的認知理論の結果期待や効力期待と区別されるか」という質問

があり、「動機付けなどにあたるので区別できると考えられる」という回答があった。 

 さらに今後の研究について、審査者から以下のような期待が述べられた。 

・主体的参加の服薬コンプライアンスへの効果が中年者と高齢者で異なる点が、世代の

差によるか年齢の差によるかについて、今後さらに詳しく調べてほしい。 

・コンプライアンスの不良な人についての研究も実施してほしい。 

研究内容の説明、口頭試問の対応に大きな問題はなく、最終的に審査委員の全員一致で

合格の判定がなされた。 

以上 


